
【別紙１】 

基本仕様書 

 

１ 件名 

  練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語の普及に関する条例を周知するための

動画制作業務等委託 

 

２ 履行期間 

  契約確定日の翌日から令和６年 12 月 31 日まで 

 

３ 履行場所 

  区が指定する場所 

 

４ 委託内容 

⑴ 動画制作業務 

ア 目的 

    練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語の普及に関する条例（以下「条

例」という。）および条例に関する取組について区内外に広く発信するために

動画を制作する。 

    制作した動画は、練馬区障害者フェスティバル等のイベントや区のＨＰで活

用する。 

   

イ 動画の内容 

   (ァ) 令和４年６月に制定された条例のパンフレットに基づいた内容を伝える動

画とすること。 

   (ィ) 聴覚障害者が視聴して内容を理解できるよう字幕（日本語）の挿入や内容

を手話で説明すること。 

   (ゥ) 視覚障害者が視聴して内容を理解できるよう音声（日本語）で内容を説明

すること。 

   (ェ) 事例紹介の内容を映像にして説明すること。 

   (ォ) 練馬区内の障害者団体や当事者から意見を聞き、その内容をいれること。 

   (ヵ) その他、区と協議し条例の内容が伝わる映像等をいれること。 

    

  ウ 制作する動画の時間および利用目的 

 動画種類 利用目的 

Ⅰ 条例紹介 

イベント、他自治体へのＰＲ、インターネット配信等 

Ⅱ 手話紹介 
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Ⅲ 事例紹介 イベント、他自治体へのＰＲ、インターネット配信等 

   ※時間は、Ⅰ～Ⅲ併せて 15分程度を目安とする。 

 

エ 納品について 

  (ァ) 利用目的が達成可能な形式で納入すること。なお、インターネットアップ

用については、インターネットにアップする際に適正な規格で納入するこ

と。 

  (ィ) 各 DVD－R は、プラスチックケースに入れ、DVD－R に格納されている動画

のタイトルおよび種類を印字し納品すること。 

  (ゥ) 納品は映像 DVD（３本）および MP4 形式 DVD（３本）とする。 

 媒体 数量 利用目的等 

① 
ＤＶＤ－Ｒ 

（映像） 
3枚 貸出、再生用 

② 
ＤＶＤ－Ｒ 

（MP4） 
1 枚 インターネットアップ用 

③ 
ＤＶＤ－Ｒ 

（MP4） 
2 枚 

マスター用（保存、複製用、貸出、

再生用、ダビング用） 

 ①についてはスタート画面を制作し、再生の際、動画の種類が選択できるように

すること。 

⑵ 映像の記録業務 

  動画を制作する際に編集した映像を納品すること。 

  映像は、区が将来編集しやすい形式とすること。また、映像を種類ごとにチャ

プターでわけ選択できるようにすること。納入する映像の時間および納品方法は

別途区と協議し決定すること。 

⑶ 制作期限 

  令和６年 11月 29 日（金） 

 

５ 著作権について 

⑴ 本委託契約に係る全ての成果物等の著作権（著作権法（昭和 45 年法律第 48 

号）第 27 条及び第 28 条の権利を含む。）は区に帰属することとし、本委託事業

により得られる著作物の著作者人格権について、受託者は将来にわたり、行使しな

いこととし、また、受託者は制作に関与した者について著作権を主張させず、著作

者人格権についても行使させないこととする。 

⑵ 本業務に当たり、第三者の著作権等に抵触するものについては、受託者の責任と

費用をもって処理するものとする。 
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６ 完了報告および支払に関すること 

 ⑴ 受託者は、本委託業務作業完了後、速やかに書類を点検、整理のうえ完了報告

を行うこと。また、成果物の納品後に受託者の過失による不備等が発見された場

合は、受託者の負担と責任で直ちに補正を行うものとする。 

 ⑵ 契約代金については、区は、成果物の納品および完了報告を受け、検査完了後、

受託者の適法な請求を受けてから速やかに一括で支払う。 

 

７ その他 

 ⑴ 区から受託した情報に関しては、別紙「受託情報の保護および管理に関する特

記事項」を遵守すること。 

⑵ 環境への配慮については、別紙「練馬区環境方針」の趣旨を踏まえ、環境法令を

遵守するとともに環境負荷の低減に努めること。 

⑶ 障害者差別解消法に基づく合理的配慮の推進については、別紙「練馬区におけ

る障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を踏まえ、練馬区と同

等の合理的配慮の提供を行うものとすること。 

⑷ 契約締結後、受託者は区が指定する「業務責任者届」および「受託情報の管理責

任者届」を速やかに提出すること。 

⑸ 本契約に定めのない事項およびこの契約仕様書の解釈に疑義が生じる事項につ

いては、その都度、区と受託者で協議のうえ定めるものとする。 

 

８ 担当および連絡先 

練馬区 福祉部 障害者施策推進課 事業計画係 担当：佐藤 

〒176-8501 練馬区豊玉北６－12－１ 練馬区役所西庁舎１階 

電話：03（5984）4602  ＦＡＸ：03（5984）1215 

E-mail：SHOGAISISAKU02@city.nerima.tokyo.jp 
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【委託契約等用】 

 

受託情報の保護および管理に関する特記事項 

 

（目的） 

第１条 この特記事項は、本契約等の受託者（以下「乙」という。）が委託者（以下「甲」という。）から

受託した業務を履行するに当たり、受託情報の機密性を確保するために、受託契約と併せて乙

が遵守すべき事項を定める。 

（定義） 

第２条 この特記事項において「受託情報」とは、甲または乙が管理する情報システム、当該情報

システムから出力された印刷物および情報システムから出力されたか否かを問わず重要情報を

含む文書等で取り扱われる甲の情報をいう。 

２ この特記事項において「重要情報」とは、前項に規定する受託情報のうち、個人情報およびそ

の情報が脅威にさらされることにより区政運営または本契約に重大な影響を及ぼす情報をいう。 

３ 前項に規定する重要情報のうち、特定個人情報等（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第２条第５項および第８項に規定

する個人番号および特定個人情報をいう。以下同じ。）については、別に定める「特定個人情報

等の保護および管理に関する特記事項」を併せて適用する。 

（基本的事項） 

第３条 乙は、本契約の履行に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう受託情報を

適正に取り扱わなければならない。 

（注意義務） 

第４条 乙は、受託情報の取扱いに当たっては、善良なる管理者の注意をもって、受託情報の機

密性の確保に必要な措置を講じなければならない。 

（情報セキュリティの確保） 

第５条 乙は、本契約の履行に当たり重要情報を取り扱う場合は、甲の定める手順等を遵守すると

ともに、この特記事項と同等またはそれ以上のセキュリティ水準を保障する対策等を定めた規程

を設ける等、情報セキュリティの確保を図るための必要な措置を講じなければならない。 

（管理体制等） 

第６条 乙は、本契約の履行に当たり個人情報を取り扱う場合は、受託業務に従事する者（以下

「従事者」という。）から個人情報の管理に責任を持つ者（以下「管理責任者」という。）を選任し、

指定する書面により甲に提出しなければならない。 

第７条 乙は、本契約の履行に当たり個人情報を取り扱う場合は、従事者の氏名、所属および受

託業務への従事期間（開始日および終了予定日）を記録し、甲に書面で提出しなければならな

い。 

第８条 乙は第６条および前条の規定により提出した書面の内容に変更があったときは、変更内容
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について、速やかに甲に書面で提出しなければならない。 

第９条 乙は、管理責任者および従事者に対し、この特記事項の内容を周知徹底すること。なお、

本契約の履行に当たり個人情報を取り扱う場合は、特記事項の内容を遵守するために必要とな

る教育を行うとともに、実施結果について指定する書面により甲に提出しなければならない。 

第10条 乙は、甲がこの特記事項の遵守に必要となる教育を実施するときは、これを受けなければ

ならない。 

（知り得た情報の保持の義務） 

第11条 乙は、本契約の履行に当たり知り得た受託情報を第三者に漏らしてはならない。本契約

が終了し、または解除された後においても同様とする。 

（収集の制限） 

第12条 乙は、本契約の履行のために個人情報を収集するときは、当該契約の履行を達成するた

めに必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により、行わなければならない。 

（目的外使用の禁止） 

第13条 乙は、受託情報を他の用途に使用してはならない。 

（第三者への提供の禁止） 

第14条 乙は、受託情報を第三者に提供してはならない。ただし、甲が必要と認めた場合には、重

要情報を除く受託情報について、第三者に提供することができる。 

（再委託の制限） 

第15条 乙は、受託業務について、第三者に再委託してはならない。ただし、甲が認めた場合は、

この限りでない。 

２ 乙は、前項ただし書の規定により、甲へ申請する再委託の業務内容に個人情報の取扱いが含

まれる場合は、再委託先となる予定の者において、この特記事項に規定する安全管理措置が講

じられることを再委託契約の締結前にあらかじめ確認し、指定する書面により甲に提出しなけれ

ばならない。 

３ 再委託先がさらに第三者に再委託する場合（それ以降の委託も含む。以下「再々委託等」とい

う。）で、かつ、当該再々委託等の業務内容に個人情報の取扱いが含まれる場合は、再々委託

等を行う者は、以下の事項を遵守しなければならない。 

 ⑴ 再々委託等を行うことについて、甲の承認を得ること。 

 ⑵ 再々委託等の契約の締結前に当該契約の受託者となる予定の者において、この特記事項

に規定する安全管理措置が講じられることをあらかじめ確認し、指定する書面により甲に提出す

ること。 

 ⑶ 前２号の承認申請を行ったことについて、再々委託等の元となる契約（再々委託の場合にお

ける再委託など）の委託者に通知すること。 

第16条 前条の規定により再委託する場合は、乙は、この特記事項と同等以上の規定を当該再委

託契約に規定しなければならない。 

２ 乙は、再委託先に、本契約における一切の義務を遵守させるとともに、その履行状況を監督し
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なければならない。 

３ 前２項の規定は、個人情報を取り扱う再々委託等を行う場合についても準用する。 

（受託情報の授受） 

第17条 乙は、受託情報の授受に当たり、つぎに掲げる事項を実施しなければならない。 

 ⑴ 受託情報の授受は、管理責任者および従事者に限定すること。 

 ⑵ 受託情報を格納した記録媒体（情報システム機器のハードディスクを含む。以下同じ。）を郵

送等により送付するときは、ファイルのパスワード設定またはデータの暗号化をすること。 

 ⑶ 重要情報を格納した記録媒体を郵送するときは、特定記録郵便等の追跡可能な移送手段を

用いること。 

 ⑷ 受託情報の格納の有無に係わらず、受託業務で利用する記録媒体を郵送するときは、送付

の記録を管理簿により管理すること。 

 ⑸ 受託情報をＦＡＸにより送信するときは、必要最小限の範囲に留め、送信宛先の誤りに十分

注意すること。 

 ⑹ 重要情報をインターネットメールにより送信するときは、添付ファイルとし、ファイルのパスワー

ド設定またはデータの暗号化をすること。 

 ⑺ 重要情報を含む印刷物、文書を郵送するときは、特定記録郵便による送付または親展表示

による送付をすること。 

（受託情報の管理） 

第18条 乙は、受託情報の管理に当たり、つぎに掲げる事項を実施しなければならない。 

 ⑴ 重要情報を甲が指定する履行場所から持ち出さないこと。ただし、甲が必要と認めた場合は、

この限りではない。 

 ⑵ 受託情報の格納の有無に係わらず、受託業務で利用する記録媒体を持ち出すときは、格納

情報、持ち出し日時、持ち出した者、承認者、用途、持ち出し先、返却日時、返却確認者等に

ついて、管理簿により記録・管理すること。 

 ⑶ 前号の場合において、前条第２号の規定と同様の措置を講じること。 

 ⑷ 受託情報を乙の情報システムにおいて取り扱う場合は、下記の措置をとること。 

  ア 従事者が正当なアクセス権を有する者であることを認識するため、IDとパスワード等による

認証を実施すること。 

  イ インターネットに接続された環境において重要情報を取り扱う場合は、標的型攻撃等の不

正アクセスによる重要情報の漏えい等が生じないよう適切な措置を講じること。 

  ウ イの場合において、重要情報は、容易に解読することができないようにパスワード設定また

はデータの暗号化をすること。 

  エ 情報システム機器にウィルス対策ソフトウェアの導入および最新のウィルスパターンファイル

の更新を行うこと。 

  オ 情報システム機器を構成するOS、ソフトウェア、ミドルウェア等に定期的に修正プログラムを

適用すること。 
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  カ 受託情報の保管または処理に当たり、従事者の私物等、許可されていない情報システム機

器および記録媒体を用いないこと。また、これらを業務で利用する甲および乙の情報システム

機器に接続しないこと。 

  キ 記録媒体を甲および乙の情報システム機器に接続する場合は、ウィルスチェックを行うこと。 

  ク 受託情報をWinny、Share等のファイル交換ソフトがインストールされた情報システム機器で

処理しないこと。 また、許可されていないソフトウェアを甲および乙の情報システム機器にイン

ストールしないこと。 

 ⑸ 重要情報を本契約の履行以外の目的のため、複写または複製してはならない。ただし、甲が

必要と認めた場合は、この限りでない。 

 ⑹ 重要情報を含む印刷物、文書および受託情報の格納の有無に係わらず、受託業務で利用

する記録媒体は、管理責任者および従事者以外の者が利用できないよう、施錠管理すること。 

 ⑺ 重要情報を含む印刷物、文書および受託情報の格納の有無に係わらず、受託業務で利用

する記録媒体を廃棄する場合は、データを復元できないよう物理的に破壊し、または漏え

いを来さない方法でデータ消去を行うこと。受託業務で利用する記録媒体を廃棄する場

合は、その記録を管理簿により管理すること。 

 ⑻ 受託情報を記録媒体に格納し保管するときは、管理責任者および従事者以外の者が受託

情報にアクセスできないよう、アクセス管理を行うこと。 

（受託業務に必要のない物品等の持ち込みの禁止） 

第19条 乙は、甲の許可なく受託業務に必要のない物品等を履行場所へ持ち込んではならない。 

（受託情報の返還および処分） 

第20条 乙は、本契約が終了し、または解除されたときは、受託情報を甲の定めるところにより返還

し、または漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。 

第21条 乙は、受託情報の返還または処分を完了したときは、甲にこれを証明する書類を提出しな

ければならない。 

２ 前項は、契約期間中において、乙が受託情報の廃棄を外部へ委託する場合も同様とする。た

だし、外部へ委託することについて、あらかじめ甲の承認を得なければならない。 

（報告および立入検査） 

第22条 甲は、必要と認めるときは、乙の受託情報の取扱いの状況について、実地に調査し、また

は乙に対して説明もしくは報告を求め、改善の指示を与えることができる。 

２ 甲は、第15条および第16条の規定により、再委託または再々委託等が行われる場合は、その

受託者における遵守状況について、乙に対して報告または説明を求め、改善の指示を与えるこ

とができる。 

（情報セキュリティに関する監査への協力） 

第23条 乙は、本契約の履行に関連する業務について「練馬区情報セキュリティに関する要綱」に

基づく監査が実施されるときは、その実施に協力しなければならない。 

（事故等発生時の対応および公表） 
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第24条 乙は、受託情報に漏えい、破壊、改ざん、消去等の事故が生じた場合もしくはそのおそれ

が生じた場合またはこの特記事項もしくはその他の関係法令等に違反している事実もしくはその

兆候を把握した場合（以下「事故等」という。）は、つぎに掲げる事項を実施しなければならない。 

 ⑴ 直ちに被害を最小限に抑えるための措置または被害を生じさせないための措置を講じるとと

もに、甲に報告すること。 

 ⑵ 当該事故等の原因を分析すること。 

 ⑶ 当該事故等の再発防止策を実施すること。 

 ⑷ 当該事故等の記録を文書で提出すること。 

２ 乙は、第15条および第16条の規定により、再委託または再々委託等が行われる場合は、その

受託者において前項各号に規定する事項が遵守されるよう監督しなければならない。この場合

において、再委託先または再々委託等の受託者からの事故等の報告先は甲および乙とすること。 

３ 乙は、事故等が起きた場合を想定し、対応手順について、定期的に確認または訓練を行わな

ければならない。 

第25条 甲は、必要があると認めるときは、当該事故等の内容（乙の名称を含む。）について、公表

することができる。 

（損害賠償） 

第26条 乙は、乙、再委託先または再々委託等の受託者がこの特記事項に定める義務に違反し、

甲に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負う。 

（契約解除） 

第27条 甲は、乙が前各条に違反した場合は、契約を解除することができる。 

（疑義の決定） 

第28条 この特記事項の解釈について疑義を生じたとき、またはこの特記事項に定めのない事項

については、甲乙協議の上、定めるものとする。 



 

練馬区環境方針 

 

（基本理念） 

練馬区は、みどり豊かな環境にやさしいまちをつくるために、みどりと水辺

を保全し、自然や生き物と共生できる環境の創出を目指します。また、大量生

産、大量消費、大量廃棄型の社会経済システムと生活様式を見直し、ごみの発

生抑制やリサイクルの推進を通じて循環型社会を形成し、足元から地球環境の

保全に貢献します。 

このかけがえのない練馬区の環境を次の世代へと引き継いでいくためには、

区民、事業者、区が連携して、環境を大切にする文化を育むとともに、環境を

保全するための仕組みをつくることが、何よりも大切です。 

そのために、区は、以下の基本方針に則り、環境基本条例や環境基本計画に

基づく施策を率先して推進します。 

 

（基本方針） 

１ 率先して環境への負荷を減らします。 

(1)  区政の効率化に努め、事務事業に伴う環境への負荷を低減します。 

(2)  環境法令を遵守し、環境汚染の未然防止に努めます。 

(3)  区は、環境目的および目標を設定し、組織の全員が環境マネジメントシ

ステムを推進するとともに、常に見直しを行い、継続的な改善に努めます。 

 

２ みどりと共生できる生活都市を推進します。 

(1)  みどりと水に恵まれた、美しいまちをつくります。 

(2)  環境汚染から区民の健康と生活環境を守ります。 

(3)  地球環境保全のための足元からの行動を広げます。 

 

３ 区民・事業者・区が連携した環境保全活動を推進します。 

(1)  環境にやさしいこころを育み、環境にやさしい仕組みをつくります。 

(2)  それぞれの役割や連携のあり方、取り組むべきことを明らかにし、環境

保全を推進します。 

(3)  区の環境方針および環境マネジメントシステムによる成果は区職員全員

に周知徹底するとともに区民・事業者を始め広く一般に公表します。 



練馬区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領  

 

平成 28 年３月 10 日 

27 練福障第 2089 号 

 

（目的） 

第１条 この要領（以下「対応要領」という。）は、障害を理由とする差別の解消の

推進に関する法律（平成25年法律第65号。以下「法」という。）第10条第１項の規

定に基づき、法第７条に規定する事項に関し、練馬区の機関の職員（特別職非常勤

職員、会計年度任用職員および臨時職員を含む。以下「職員」という。）が、適切

に対応するために必要な事項を定めるものとする。 

（不当な差別的取扱いの禁止） 

第２条 職員は、法第７条第１項の規定のとおり、その事務または事業を行うに当た

り、障害（身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機

能の障害をいう。以下同じ。）を理由として、障害者（障害がある者であって障害

および社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状

態にあるものをいう。以下同じ。）でない者と不当な差別的取扱いをすることによ

り、障害者の権利利益を侵害してはならない。これに当たり、職員は、別紙に定め

る留意事項に留意するものとする。 

（合理的配慮の提供） 

第３条 職員は、法第７条第２項の規定のとおり、その事務または事業を行うに当た

り、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場

合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害す

ることとならないよう、当該障害者の性別、年齢および障害の状態に応じて、社会

的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮（以下「合理的配慮」という。）

の提供をしなければならない。これに当たり、職員は、別紙に定める留意事項に留

意するものとする。 

（障害者サポート推進責任者の責務） 

第４条 職員のうち、課長相当職以上の職にある者（以下「障害者サポート推進責任

者」という。）は、前２条に掲げる事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推



進するため、つぎの各号に掲げる事項を実施しなければならない。 

⑴ 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その

監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深め

させること。 

⑵ 障害者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の

申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。 

⑶ 合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合理的配慮の

提供を適切に行うよう指導すること。 

２ 障害者サポート推進責任者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合

には、迅速かつ適切に対処しなければならない。 

（懲戒処分等） 

第５条 職員が、障害者に対し不当な差別的取扱いをし、または、過重な負担がない

にもかかわらず合理的配慮の不提供をした場合、その態様等によっては、職務上の

義務に違反し、または職務を怠った場合等に該当し、懲戒処分等に付されることが

ある。 

（相談体制の整備） 

第６条 職員による障害を理由とする差別に関する障害者およびその家族その他の関

係者からの相談等に的確に対応するため、福祉部障害者施策推進課、総合福祉事務

所および保健相談所に相談窓口を置く。 

２ 相談等を受ける場合は、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、

電話、ファックス、電子メールに加え、障害者が他人とのコミュニケーションを図

る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。 

３ 第１項の相談窓口に寄せられた相談等は、福祉部障害者施策推進課に集約し、相

談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、以後の相談等におい

て活用することとする。 

４ 第１項の相談窓口は、必要に応じ、充実を図るよう努めるものとする。 

（研修および啓発） 

第７条 障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修お

よび啓発を行うものとする。 

２ 新たに職員となった者に対しては、障害を理由とする差別の解消に関する基本的



な事項について理解させるために、研修を実施する。 

３ 職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、障害者へ適切に対応するために

必要なマニュアルの活用等により、意識の啓発を図る。 

   付 則 

 この対応要領は、平成28年４月１日から施行する。 

   付 則（令和２年３月６日１練福障第2210号） 

 この対応要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙 

練馬区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る留意事項 

 

この別紙において「望ましい」としている内容は、それを実施していない場合であ

っても、法に反すると判断されることはないが、障害者基本法（昭和45年法律第84号）

の基本的な理念および法の目的を踏まえ、できるだけ取り組むことが望まれることを

意味する。 

 

１ 不当な差別的取扱いの基本的な考え方 

 法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各

種機会の提供を拒否するまたは提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害

者でない者に対しては付さない条件を付けることなどにより、障害者の権利利益を

侵害することを禁止している。 

  ただし、障害者の事実上の平等を促進し、または達成するために必要な特別の措

置は、不当な差別的取扱いではない。したがって、障害者を障害者でない者と比べ

て優遇する取扱い（いわゆる積極的改善措置）、法に規定された障害者に対する合

理的配慮の提供による障害者でない者との異なる取扱いや、合理的配慮を提供等す

るために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ障害者に障害の状況等を確認す

ることは、不当な差別的取扱いには当たらない。 

  このように、不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害者を、問題となる

事務または事業について、本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない者より不利

に扱うことである点に留意する。 

２ 正当な理由の判断の視点 

 正当な理由に相当するのは、障害者に対して、障害を理由として、財・サービス

や各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われ

たものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合である。練馬区にお

いては、正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに正当な理由

を拡大解釈などして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、障害者、第三

者の権利利益（例：安全の確保、財産の保全、損害発生の防止等）および練馬区の



事務または事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応

じて総合的・客観的に判断することが必要である。 

  職員は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明するも

のとし、理解を得るよう努めることが望ましい。 

３ 不当な差別的取扱いの具体例 

 不当な差別的取扱いに当たり得る具体例は以下のとおりである。なお、２で示し

たとおり、不当な差別的取扱いに相当するか否かについては、個別の事案ごとに判

断されることとなる。また、以下に記載されている具体例については、正当な理由

が存在しないことを前提としていること、さらに、それらはあくまでも例示であり、

記載されている具体例だけに限られるものではないことに留意する。 

（不当な差別的取扱いの具体例） 

 ○ 障害を理由に窓口対応を拒否する。 

 ○ 障害を理由に対応の順序を後回しにする。 

 ○ 障害を理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む。 

 ○ 障害を理由に説明会、講演会等への出席を拒む。 

 ○ 事務・事業の遂行上、特に必要ではないにもかかわらず、障害を理由に、来

庁の際に付添い者の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにも

かかわらず、付添い者の同行を拒んだりする。 

４ 合理的配慮の基本的な考え方 

⑴ 障害者の権利に関する条約（以下「権利条約」という。）第２条において、「合

理的配慮」は、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自

由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整で

あって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は

過度の負担を課さないもの」と定義されている。 

法は、権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、行政機関等に対し、その

事務または事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障

壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴

う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、

社会的障壁の除去の実施について、合理的配慮を行うことを求めている。合理的

配慮は、障害者が受ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会におけ



る様々な障壁と相対することによって生ずるものとのいわゆる「社会モデル」の

考え方を踏まえたものであり、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、

障害者が個々の場面において必要としている社会的障壁を除去するための必要か

つ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものである。 

合理的配慮は、練馬区の事務または事業の目的・内容・機能に照らし、必要と

される範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比

較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務または事業の

目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意する。 

⑵ 合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況

に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、当該障害者が現に置かれて

いる状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段および方法について、「５ 過

重な負担の基本的な考え方」に掲げる要素を考慮し、代替措置の選択も含め、双

方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応

がなされるものである。さらに、合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の

変化等に応じて変わり得るものである。合理的配慮の提供に当たっては、障害者

の性別、年齢、状態等に配慮するものとする。 

なお、合理的配慮を必要とする障害者が多数見込まれる場合、障害者との関係

性が長期にわたる場合等には、その都度の合理的配慮の提供とは別に、後述する

環境の整備を考慮に入れることにより、中・長期的なコストの削減・効率化につ

ながる点は重要である。 

⑶ 意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する配

慮を必要としている状況にあることを言語（手話を含む。）のほか、点字、拡大

文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など、

障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段（通訳を介するものを

含む。）により伝えられる。 

また、障害者からの意思表明のみでなく、知的障害や精神障害（発達障害を含

む。）等により本人の意思表明が困難な場合には、障害者の家族、支援者、介助

者、法定代理人等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思

の表明も含む。 

なお、意思の表明が困難な障害者が、家族、支援者、介助者、法定代理人等を



伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的

障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、法の趣旨に鑑みれば、

当該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するために建設的対話を働きかけ

るなど、自主的な取組に努めることが望ましい。 

⑷ 合理的配慮は、障害者等の利用を想定して事前に行われる建築物のバリアフリ

ー化、介助者等の人的支援、情報アクセシビリティの向上等の環境の整備を基礎

として、個々の障害者に対して、その状況に応じて個別に実施される措置である。

したがって、各場面における環境の整備の状況により、合理的配慮の内容は異な

ることとなる。また、障害の状態等が変化することもあるため、特に、障害者と

の関係性が長期にわたる場合等には、提供する合理的配慮について、適宜、見直

しを行うことが重要である。 

⑸ 練馬区がその事務または事業の一環として実施する業務を事業者に委託等する

場合は、提供される合理的配慮の内容に大きな差異が生ずることにより障害者が

不利益を受けることのないよう、委託等の条件に、対応要領を踏まえた合理的配

慮の提供について盛り込むよう努めることが望ましい。 

５ 過重な負担の基本的な考え方 

過重な負担については、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどし

て法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的

場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。職員は、過重な

負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得

るよう努めることが望ましい。 

○ 事務または事業への影響の程度（事務または事業の目的、内容、機能を損なうか

否か。） 

○ 実現可能性の程度（物理的・技術的制約、人的・体制上の制約） 

○ 費用・負担の程度 

６ 合理的配慮の具体例 

４で示したとおり、合理的配慮は、具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ

個別性の高いものであるが、具体例としては、つぎのようなものがある。 

なお、記載した具体例については、５で示した過重な負担が存在しないことを前

提としていること、また、これらはあくまでも例示であり、記載されている具体例



だけに限られるものではないことに留意する。 

（合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の具体例） 

○  段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をする、携帯ス

ロープを渡すなどする。 

○  配架棚の高い所に置かれたパンフレット等を取って渡す。パンフレット等の

位置を分かりやすく伝える。 

○  目的の場所までの案内の際に、障害者の歩行速度に合わせた速度で歩いたり、

前後・左右・距離の位置取りについて、障害者の希望を聞いたりする。 

○  障害の特性により、頻繁に離席の必要がある場合に、会場の座席位置を扉付

近にする。 

○  疲労を感じやすい障害者から別室での休憩の申出があった際、別室の確保が

困難であったことから、当該障害者に事情を説明し、対応窓口の近くに長椅子

等を移動させて臨時の休憩スペースを設ける。 

○  不随意運動等により書類等を押さえることが難しい障害者に対し、職員が書

類を押さえたり、バインダー等の固定器具を提供したりする。 

○ 災害や事故が発生した際、館内放送で避難情報等の緊急情報を聞くことが難

しい聴覚障害者に対し、必要な情報を分かりやすく紙に書いて掲示するなど、

適切な誘導を図る。 

（合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例） 

○  筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字等のコミュニケーション手段を用い

る。 

○ 会議資料等について、点字、拡大文字等で作成する際に、各々の媒体間でペ

ージ番号等が異なり得ることに留意して使用する。 

○ 視覚障害のある委員に会議資料等を事前送付する際、読み上げソフトに対応

できるよう電子データ（テキスト形式）で提供する。 

○  意思疎通が不得意な障害者に対し、絵カード等を活用して意思を確認する。 

○  駐車場などで通常、口頭で行う案内を、紙にメモをして渡す。 

○  書類記入の依頼時に、記入方法等を本人の目の前で示したり、分かりやすい

記述で伝達したりする。本人の依頼がある場合には、代読や代筆といった配慮

を行う。 



○  比喩表現等が苦手な障害者に対し、比喩や暗喩、二重否定表現などを用いず

に具体的に説明する。 

○  障害者から申出があった際に、ゆっくり、丁寧に、繰り返し説明し、内容が

理解されたことを確認しながら応対する。また、なじみのない外来語は避ける、

漢数字は用いない、時刻は24時間表記ではなく午前・午後で表記するなどの配

慮を念頭に置いたメモを、必要に応じて適時に渡す。 

○ 会議の進行に当たり、資料を見ながら説明を聞くことが困難な障害のある委

員に対し、ゆっくり、丁寧な進行を心がけるなどの配慮を行う。 

○ 会議の進行に当たっては、職員等が委員の障害の特性に合ったサポートを行

う等、可能な範囲での配慮を行う。 

（ルール・慣行の柔軟な変更の具体例） 

○  順番を待つことが苦手な障害者に対し、周囲の者の理解を得た上で、手続順

を入れ替える。 

○  立って列に並んで順番を待っている場合に、周囲の者の理解を得た上で、当

該障害者の順番が来るまで別室や席を用意する。 

○  スクリーン、手話通訳者、板書等がよく見えるように、スクリーン等に近い

席を確保する。 

○  車両乗降場所を施設出入口に近い場所へ変更する。 

○  敷地内の駐車場等において、障害者の来庁が多数見込まれる場合、通常、障

害者専用とされていない区画を障害者専用の区画に変更する。 

○  他人との接触、多人数の中にいることによる緊張等により、発作等がある場

合、当該障害者に説明の上、障害の特性や施設の状況に応じて別室を準備する。 

○  非公表または未公表情報を扱う会議等において、情報管理に係る担保が得ら

れることを前提に、障害のある委員の理解を援助する者の同席を認める。 


